
評価基準

評価項目 評価のポイント 配点 計

（１）経営の方針が明確であるか 2

（２）経営方針と中津市障がい者等基幹相談支援センターの業
務内容が合致しているか 2

（３）経営方針に基づいたサービスの提供が期待できるか 2
（４）法人の経営基盤は安定しているか 2

（５）法人として、地域との連携や、地域福祉の向上に貢献して
いるか 2

（１）応募の理由が適正で明確であるか 2

（２）中津市障がい者等基幹相談支援センターの業務内容を
理解した理由となっているか 2

（３）本事業への参加意欲があるか 1

事業運営関係 （１）中津市障がい者等基幹相談支援センターの業務内容に
沿った運営が期待できるか 10

（２）困難事例への対応、他の相談支援事業所への後方支援
などが期待できるものとなっているか 5

（１）協議会の各部会の運営が期待できるものとなっているか
10

（２）地域生活支援拠点等の構成機関として、その中心となる
役割を担える職員の配置ができているか 2

（３）他機関との連携が期待できるものとなっているか
3

（４）旧下毛地域における相談や迅速な訪問が可能な体制を
整備しているか 2

（１）運営責任者や管理体制は適正か 3

（２）職員体制（常勤者・専従者）は適正か 5

（３）有資格者（専門職員）の配置、経験者の数は適正か 8

（４）１週間、１日の勤務体制、勤務時間は適正か 2

（１）自事業所の職員について人材育成や適切な研修機会等
は確保できているか 3

（２）地域の中核的な相談支援事業所として、地域の相談支援
体制の底上げのための人材育成の計画は適正か 7

（１）24時間365日対応の体制がとられているか
2

（２）具体的な緊急時の対策が整備できているか
3

（１）人件費と職員数との整合性は図られているか 2

（２）支出額は適正であるか（収入、支出と事業計画との整合性
は図られているか） 2

（３）支出額の縮減への意欲があるか （提案額について） 6

（１）苦情対応責任者の配置はあるか
2

（２）苦情対応の内容は適正か
3

10．独自提案について （１）市が提示する以外の提案があった場合、その内容は評価
できるものとなっているか 5 5

合計点 100 100

８．収支関係について

９．苦情等に関する具体的対
応について

5

17

１．事業者の経営方針関係

10

２．応募理由関係

5

３．基幹相談支援センターの
機能及び運営方針

15

４．自立支援協議会等地域づ
くりに関する取組について

18

10

5

10

５．職員配置計画、勤務体制
について

６．人材育成への取り組みに
ついて

７．障害者虐待防止法に関す
る相談体制について


